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演題 「やりたいことを あきらめないで 生きていこう」 

～人権・障害者権利条約って なあに？～ 

講師  吉江
よ し え

 仁子
き み こ

（あいおい法律事務所 弁護士） 

宝塚市出身。生まれつき視野が狭くなる病気で、大学時代には、「４０歳までに

失明するかも」と言われた。しばらく落ち込んだが、海外への一人旅をきっかけに

自信を回復。「できないことを悔やむより、できることに挑もう」と 5 年の猛勉強

で、３３歳のときに司法試験に合格。愛知県で弁護士になり、障害者自立支援法を

めぐる違憲訴訟に取り組んだ。中部盲導犬協会の紹介でクルー（盲導犬）と出会う。 

平成２５年より、あいおい法律事務所に移り、女性や障害者を守る弁護士を目

指し、クルーと二人三脚で歩む。人権、障害者権利条約や、法律上のトラブルなど

講演の内容は盛りだくさん。 
 

日時 平成 2７年７月 1５日(水)13：25～15：15（受付 1３:４0～） 

参加費 無料 

会場  兵庫県立視覚特別支援学校 

     〒655-0884 神戸市垂水区城が山４丁目２－１ 

         （山陽電車「滝の茶屋」駅下車 北西へ徒歩５分） 

     ※駐車場の準備ができませんので、公共交通機関をご利用ください。 

参加申し込み 
 参加を希望される方は、県立視覚特別支援学校 生徒指導部（吉田由美）まで、ＦＡＸで 

お申し込みください。 

   FAX 078―751―３254  TEL 078―751―3291   

ＦＡＸ送信票 

７月１５日（水）の「人権教育講演会」に参加します。 

    ７月６日（月）締め切り  

※職種等の欄には、教員、支援員、施設職員、保護者などのご記入をお願いします。 

ご所属（またはご住所） 職種等 お名前 ご連絡先電話番号 

    

    

    

人権教育講演会 

※切り取らずに、このままＦＡＸしてください。 


